
　 年度）福山市の給与・定員管理等について

１　総括
(1) 人件費の状況（普通会計決算）

(2) 職員給与費（事業費支弁職員を含む）の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

      ２　職員数については2023年(令和5年)4月1日現在の人数です。また、任期付短時間勤務職員、暫定再

　　　　　任用職員（短時間勤務）、定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を含みません。

      ３　給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任

      　　用短時間勤務職員の給与費が含まれていますが、会計年度任用職員の給与費は含まれていません。

(3) ラスパイレス指数の状況

    （注）１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員

　　　　　　数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月

　　　　　　額を100として計算した指数です。

    （注）２　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指します。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、

　　　　　　地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給割合を用いて

　　　　　　補正したラスパイレス指数です。

　　　　　（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給割合）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給割合）

　　　　　　により算出します。）　

    （注）３　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

    （注）４　ラスパイレス指数（地域手当補正後ラスパイレス指数を含む）の算出に当たっては、60歳に達した日後の

　　　　　　最初の４月１日以後に支給される給料月額について、本来の給料月額の７割水準に設定される職員を除いています。

　※2024年(令和6年)4月1日のラスパイレス指数が、①3年前に比べ1ポイント以上上昇している場合、

　　②3年連続で上昇している場合、③100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

③ラスパイレス指数が100を超えている理由について

　・優秀な人材を確保するため、広島県に準じ初任給基準を国より4号上位に位置付けているため。

　・中長期視点に立った人事管理の観点から、若手職員を上位の職に積極的に登用しているため。

6

Ｂ Ｂ／Ａ

職員数
Ａ 給　 料

4,014,903 千円

類似団体平均

期末・勤勉手当

11.6%

一人当たり給与費

6,359 千円

25,964,555千円

人件費

458,192人

15,719,027 千円

給                      与                     費

実質収支

10,024,402 千円

　　　計　　　Ｂ

（2024年（令和6年）１月１日現在）

4,701,009千円

区　　分

2023年度

(令和5年度)

（参考）
2022年度（令和4年度）

の人件費率

12.3%

区　　分

2023年度

(令和5年度)

5,752 千円

一人当たり
給与費Ｂ／Ａ

人件費率

年度（令和

2,733 人 1,679,722 千円

2024

歳出額　
Ａ

住民基本台帳人口

職員手当

224,116,864千円

R3.4.1

100.7

(100.7) R3.4.1

99.7 R3.4.1

98.8 

R4.4.1

100.5 

(100.5) R4.4.1

99.5
R4.4.1

98.7 

R5.4.1

100.3

(100.3) R5.4.1

99.4
R5.4.1

98.6

R6.4.1

100.3

(100.3) R6.4.1

99.4
R6.4.1

98.6

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

福山市 類似団体平均 全国市平均
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(4) 給与制度の総合的見直しの実施状況について
【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均2％の引下げ及び地域手当の支給割合の

　見直し等を実施。

　　①給料表の見直し

　　　[　実施　未実施　]

　実施内容(平均引下げ率、実施時期、経過措置の有無等具体的な内容)

(給料表の改定実施時期)　2015年(平成27年)4月1日

(内容) 　一般職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均2%引下げ。

　　 　　他の給料表については、一般職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。

　　②その他の見直し内容

　管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。(2015年(平成27年)4月1日

　実施)

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況

①一般行政職

    （注）  該当する職員がいない場合、またはデータがない場合は「－」で表示しています。

②技能労務職 （民間：賃金構造基本統計調査）

　　(注)　公務員は、会計年度任用職員等非正規職員を含まず、民間は、アルバイト等非正規社員を含む賃金構造基本統計調査
　　　　　に基づく数値であり、業務内容、雇用形態、平均経験年数等において、公務員と完全に一致しているものではありません。
　　　　　よって、参考として、市職員（公務員）に会計年度任用職員を含む場合の比較（ａ／Ｂ、ｃ／Ｄ）を掲載します。

344,944円

366,830円

41.1歳

平均給与月額
（国比較ベース）

区分

368,685円

国

388,257円

405,378円

322,065円42.3歳 406,828円

―323,823円42.1歳

平均給与月額

類似団体

321,800円

平均給料月額

408,535円

福山市

広島県

平均年齢

330,092円43.2歳

（2024年（令和6年）4月１日現在）

平均給与
月額（ａ）

ａ／Ｂ

－ -

283,294円 0.90

225,275円 0.90

219,074円 0.89

239,778円 1.07

- -

- -

- -

- -

その他

1.33

2.01うち自動車運転手 5,744,100円

うち用務員 4,391,332円

公務員に会計年度任用職員を含
む場合

参　考

公務員（Ｃ） 民間（Ｄ）
公務員（ｃ） ｃ／Ｄ

3,524,334円

4,053,045円

--5,229,732円

区　　　　分

福山市

うち清掃職員

うち学校給食員

296,600円

101人

224,000円

-

-

- -広島県

うち用務員

うち自動車運転手

376,837円

262,486円

国 51.2歳 1,829人

その他

56.0歳

42.3歳

2人

149人

62.1歳 253,829円252,900円
他に分類されない運搬・清
掃・包装等従事者

323,711円

7人

-

5,185,620円

50.9歳

-

-

-

- -

Ｃ／Ｄ

－

-

-

うち学校給食員

うち清掃職員

福山市 －

参　　　　　　　考

319,664円

1.46

4,597,159円

3,475,916円

－

183人

年収ベース（試算値）の比較

4,376,300円

4,795,612円 3,288,400円

5,728,068円 1.05

区　　　　分

類似団体

1.42

-

--

288,144円

-

55.2歳318,250円

350,144円

-

300,100円 311,100円

1.06

1.31

330,553円

-

2,852,200円

3,297,300円

-

-

会計年度任用職員を含む場合

1.07

310,258円

乗用自動車運転者（タク
シー運転者を除く）

--

Ａ／Ｂ

-

1.11

319,860円

249,900円

平均給与
月額（Ａ）

335,064円

平均給与月額
（国比較ベース）

- -

314,900円47.7歳

- -

46.0歳 1.19

1.07

1.42

244,800円49.1歳

-

290,649円

廃棄物処理業

308,522円

公　　務　　員

349,039円

281,300円

321,600円

職員数

331人

平均年齢

44.0歳

41.0歳

296,500円

平均給料
月額

49.6歳 72人

民　　　　間

対応する民間
の類似職種

平均給与
月額（Ｂ）

飲食物調理従事者

-

平均年齢

297,351円
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③教育職（高等学校）

(2) 職員の初任給の状況

円 円 円

円 円 円

円 円 円

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

３　一般行政職の級別職員数等の状況
(1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況

（注）１　「福山市一般職員の給与に関する条例」に基づく給料表の級区分による職員数です。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

6　　級

7　　級

32 人8　　級

0.4%

部長、参与又は議会事務局の長の職務

136 人

1.9%

386,600円

平均給料月額 平均給与月額

381,406円

374,341円

区　　　分

大　学　卒

49.8歳

44.1歳

（注）1　「平均給料月額」とは、2024年（令和6年）4月1日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。
　　　2　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの
　　　　すべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。
　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を
　　　　除いたもの）で算出しています。
　　　3　「年収ベースの比較」の「公務員（Ｃ）」と「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、
　　　　公務員においては前年度に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

46.4歳

平均年齢

356,680

職員の職務

327,850高　校　卒

162,100円

標準的な職務内容

220,500

中　学　卒

303,563

213 人

広島県

173,700

173,729 166,600

-

高　校　卒

-

5　　級

9　　級

構成比

371,033

12.6%

361,400

351,000円

446,200円

508 人

-236,900

269,978

311 人

7 人

18.4%

30.1%主任職員の職務

232 人

局長、参事又は教育次長の職務

305,200円

323,100円

249,400円

4　　級

3　　級

211 人2　　級

196,200

国

課長補佐又は専門員の職務

8.1%課長、主幹又は委員会等の事務局の長の職務

13.7%

38 人

295,400円

470,000円

459,900円

410,300円

394,000円担当次長、次長又は調整員の職務

上級職員の職務

高　校　卒 310,925

区　　分

1　　級

一般行政職
大　学　卒

-

2.3%

区分

434,092円

技能労務職

広島県

類似団体

一般行政職
202,400

技能労務職
304,400

369,898

387,100

職員数

406,241389,065

福山市

437,134円

170,900

福山市

446,739円

205,537

経験年数30年区　　　         分 経験年数20年経験年数10年 経験年数25年

高　校　卒

１号給の
給料月額

最高号給の
給料月額

365,500円

12.5% 208,000円

240,900円

主査の職務

411,300円

528,900円

271,600円 382,000円

（2024年（令和6年）4月１日現在）

（2024年（令和6年）4月１日現在）

（2024年（令和6年）4月１日現在）
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(2) 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））

(3) 昇給への人事評価の活用状況（一般行政職）（福山市）

○

一般職員

○上位、標準の区分

ロ　人事評価を活用していない

〇

令和６年度中における運用

活用予定時期

標準の区分のみ（一律）

昇給実績がある区分

上位、標準、下位の区分

イ　人事評価を活用している

標準、下位の区分

昇給可能な区分 昇給実績がある区分活用している昇給区分

○

昇給可能な区分

管理職員

１級 12.6% １級 12.3% １級 14.2%

２級 12.5% ２級 13.8%
２級 17.8%

３級 30.1% ３級 30.0% ３級 20.5%

４級 13.7% ４級 12.4%
４級 14.1%

５級 18.4% ５級 18.7% ５級 18.4%

６級 2.3% ６級 2.4% ６級 4.4%

７級 8.1% ７級 8.0% ７級 8.0%
８級 1.9% ８級 1.9% ８級 2.2%

９級 0.4% ９級 0.5% ９級 0.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2024年(令和6年)の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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４　職員の手当の状況
(1) 期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額 １人当たり平均支給額

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・職務の級による加算　5%～20% ・役職加算　5%～20% ・役職加算　5%～20%

・管理職加算　5%～25% ・管理職加算　10%～25%

（注）　(  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合です。

(2)勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）（福山市）

(3) 退職手当

（支給率） 　　自己都合 応募認定・定年 　　自己都合 応募認定・定年

勤続２０年

勤続２５年

勤続３５年

最高限度

　定年前早期退職特例措置として、2％～45％を加算 　定年前早期退職特例措置として、2％～45％を加算

（退職時特別昇給　　　　なし　　　　）

(4) 地域手当
千円

円

％ 人

％ 人

％ 人

(0.975)

7

％

(0.975)

千円

47.709

16.0

990,890

　　 ２　「応募認定・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その

　　 　　者の非違によることなく退職した場合を含みます。

国

１人当たり
平均支給額

ロ　人事評価を実施していない

12,881

(1.375)

10.0

支給割合

支給実績

国の制度（支給割合）

2.45

活用している成績率

広島市

4

１人当たり平均支給年額

東京都特別区

（注）１　退職手当の１人当たり平均支給額は、2023年度（令和5年度）に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

月分

24.586875

33.27075

％7

医師

支給対象地域

支給実績がある成績率

○

イ　人事評価を活用している

(1.375)

上位、標準の成績率

○

2.45

上位、標準、下位の成績率

管理職員

○

2.05

標準、下位の成績率

国

職制上の段階、職務の級等による加算措置

％

16.0

標準の成績率のみ（一律）

支給対象職員数

福　　　山　　　市

10.0

11,144

20.0

その他の
加算措置

月分

月分

月分

月分47.709

47.709

47.709

24.586875

33.27075

47.709

47.709

月分

月分

2.05

支給可能な成績率

令和６年度中における運用

20.0

2.05

1,563千円

広　　　　　　　　島　　　　　　　　県福　　　　　　　　山　　　　　　　　市

活用予定時期

支給可能な成績率

一般職員

支給実績がある成績率

(1.375)

－

(0.975)

2.45

39.7575

月分

月分

月分

月分

月分

月分

月分 月分

〇

1,480千円

月分

19.6695

28.0395

39.7575

19.6695

28.0395

（2023年度（令和5年度）） （2023年度（令和5年度））

2023年度（令和5年度）支給割合 2023年度（令和5年度）支給割合 2023年度（令和5年度）支給割合

（2024年（令和6年）4月１日現在）
（2023年度（令和5年度）決算）

（2023年度（令和5年度）決算）

（2024年（令和6年）4月１日現在）
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(5) 特殊勤務手当
千円

円

　％

防疫等作業に従事する職員
の特殊勤務手当

防疫等作業に従事する職員

特定新型インフルエンザ等から市民
の生命及び健康を保護するために行
われた措置に係る作業で市長が定め
るもの

1,500円以下／日
緊急に行われた措置
に係る作業であっ
て、心身に著しい負
担を与えると市長が
認めるもの
4,000円以下／日

-

- 

市税等の徴収に従事する職員
市税、国保税、税外収入金の徴収業
務

2023年度
(令和5年度)

職員の正規の勤務時間外に水防本部
長又は災害対策本部長の非常招集に
応じて勤務したとき

500円／日

102千円

防災業務に従事する職員

教育業務連絡指導職員の特
殊勤務手当

部活動で週休日、休日等又は休日等に当
たる日以外の正規の勤務時間が４時間で
ある日に行うもの

部活動で週休日、休日等又は休日等に当
たる日以外の正規の勤務時間が２時間以
上４時間未満である日に行うもの

食肉センターの業務

支給実績（2023年度（令和5年度）決算）

500円／日

6,854

支給実績

１人当たり平均支給年額（2023年度（令和5年度）決算）

保健所の業務に従事する職員

3,600円／日

修学旅行等において泊を伴うもの

犬、ねこ等の死体の処理作業

行旅病人の救護業務

10,000円／件

高等学校に所属する教諭等
小学校又は中学校に所属する養護教
諭又は学校相談員

生活保護法に規定する保護措置業務生活保護の業務に従事する職員

行旅病人及行旅死亡人取扱法に規定
する業務に従事する職員

5,812千円

保健所の業務に従事する職
員の特殊勤務手当

- 

対外運動競技等において泊を伴うも
の又は週休日若しくは休日等に行う
もの

200円／日

280千円

5,100円／日

高等学校に所属する指導教諭、教諭
又は養護教諭のうち、教務その他の
教育に関する業務についての連絡調
整及び指導助言の職務を担当する主
任等

食肉センターに勤務する職員

建設工事等に従事する職員

感染症患者に対する対応業務

防災業務に従事する職員の
特殊勤務手当

生活保護の業務に従事する
職員の特殊勤務手当

犬、ねこ等の死体を処理す
る職員の特殊勤務手当

手当の名称 主な支給対象業務

20,075

主な支給対象職員

新型コロナウイルス感染症から市民
の生命及び健康を保護するために緊
急に行われた措置に係る作業
※2023年6月廃止

3,000円／日
患者若しくは疑いの
ある者の身体に接触
又は長時間にわたり
接して行う作業
4,000円／日

24千円

500円／日

死亡人の取扱の業務

500円／件

職員全体に占める手当支給職員の割合（2023年（令和5年）4月）

行旅病人及び死亡人を取り扱
う職員の特殊勤務手当

左記職員に
対する支給単価

16種類

7.3

市税等の徴収に従事する職
員の特殊勤務手当

6千円

1,093千円

教員等の特殊勤務手当

　1,200円／回
深夜の場合
　1,500円／回

建設機械にとう乗する職員
の特殊勤務手当
食肉センターの業務に従事す
る職員の特殊勤務手当

建設機械とう乗業務

- 

466千円

手当の種類（手当数）

教務その他の教育に関する業務につ
いての連絡調整及び指導助言の業務

狂犬病の予防等の業務
動物の愛護、保護又は抑留の業務
と畜場法第14条の規定による検査の
業務

500円／件

500円／日

4,257千円

1,800円／日

200円／日

非常災害時等の緊急業務

非常災害時
　8,000円／日
救急の業務
　7,500円／日
緊急の補導
　7,500円／日

7,189千円

5,100円／日

犬、ねこ等の死体を処理する作業に
従事する職員

2,000円／件

（2024年（令和6年）4月１日現在）
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(6) 時間外勤務手当
千円

円

千円

円

（注）　1　休日勤務手当及び夜間勤務手当を含んだ金額です。

　　　　2　職員1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績(2023年度(令和5年度)決算)」と同じ年度の

　　 　　　4月1日現在の総職員数（管理職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とならない職員を除く。）であり、

　　　　　 短時間勤務職員を含みます。

(7) その他の手当

・

10,000円

円

298,670

500円／日

67千円

- 

187千円

円

円

200円／件

5,000円

250円／日

　1,000円／回
深夜の場合

　1,500円／回

１人当たり平均支給年額

259,764

1,239

円

円

市の制度と異
なる国の内容

175,020

千円

千円

一部異なる ・3,000円～12,000円

・2,000円～31,600円

国の制度
との異同

管理職員特別勤務
手当

１人当たり平均支給年額（2023年度（令和5年度）決算）

有害物を取り扱う業務に従
事する職員の特殊勤務手当

959,914

855,792

- 

250円／日

102,668

166,930 993,631

13,467

千円

千円

千円

232,953

（３）扶養親族のうち16歳から
22歳までの子（加算額）

一部異なる

・自動車等交通用具利用者
（２キロ以上で距離に応じて）
　　 　　　4,000円～31,600円

・貸家等を借受け、
16,000円を超える家賃を
支払っている

一部異なる

支給実績

6,500円

277,687

・一般職給料表8級相当

・一般職給料表７級相当以下

5,500円

内容及び支給単価

3,500円

・交通機関利用者
　　　　 6箇月定期券相当額

一部異なる

（２）子

管理職員が、緊急等の業務を
した場合に勤務日、勤務時間
に応じ2,000円～12,000円の
範囲内で支給

異なる

・貸家等を借受け、14,000円
を超える家賃を支払っている
職員（限度額）　　 28,000円

・行政職俸給表（一）
 46,300円～139,300円

管理職員に対し、55,000円～
120,000円の範囲内で支給

不登校児童・生徒等に対す
る訪問指導業務に従事する
職員の特殊勤務手当

不登校児童、生徒等の指導業務

病原性微生物の検査、培養等の業務
又は有害、有毒な物質を取り扱う検
査業務

用地取得等の折衝業務に従事する職
員

地上又は水面上５m以上の足場の不安
定な箇所で行う作業

325,837

支給実績（2023年度（令和5年度）決算）

１人当たり平均支給年額（2022年度（令和4年度）決算）

坑内で行う作業

用地取得等の折衝業務に従
事する職員の特殊勤務手当

事業に必要な土地等の取得又はこれ
に伴う損失の補償に関して行う折衝
業務
建築物等の移転又は除去に関して行
う折衝業務

有害物を取り扱う職員

高所・坑内で作業する職員
の特殊勤務手当

（１）配偶者・父母等 

手　当　名

扶養手当

学校に勤務する養護教諭又は学校相
談員

292,179

支給実績（2022年度（令和4年度）決算）

住居手当

高所・坑内で作業する職員

管理職手当

通勤手当

（2023年度（令和5年度）決算）

（2024年（令和6年）4月１日現在）
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特地勤務手当

初任給調整手当

５　特別職の報酬等の状況

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

2024年度（令和6年度）支給割合 月分

2024年度（令和6年度）支給割合 月分

2024年度（令和6年度）支給割合 月分

　　（算定方式） （1期の手当額） 　（支給時期）

円 退職又は任期満了時

円 退職又は任期満了時

（注）１　給料の欄の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。

      ２　退職手当の欄の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき1期（4年＝48月）勤めた場合

      　　における退職手当の見込額です。

4.5

4.5

95,319 円

806,000806

747,000

960,000

707,000

584,000

700,000

823,000

円

25,715,200

685,000

765,000

・手当基礎額×支給率
　　4％～25％

4.5

議　長

95

475,000

15,789

504,000

（参考）類似団体における最高／最低額

単身赴任手当

・(給料＋扶養手当)×支給率
　走島6%、加茂2%、内浦2%

円

696,000

千円

給　　　　料　　　月　　　額　　　等

異なる

千円

同　じ

・加算額 8,000円～70,000円

930,000

給
料

千円

717,709

98,8003,260－

異なる

副市長

市　長

義務教育等教員特
別手当

区　　　分

－

副議長

副市長

　給料月額×年数×82/100＋給料月額×月数×41/100

　給料月額×年数×82/100＋給料月額×月数×246/1000

1,180,0001,120,000

医師，医系技官等
17,700円～415,600円

・医師　190,500～288,600円
・獣医師　1,000～10,000円

・市立高校に勤務する教育職
員に対し、8,000円の範囲内
で支給

・基礎額　　　　　　　30,000円

単身赴任をする職員に支給

千円

14,031,840

期
末
手
当

退
職
手
当 副市長

副議長

市　長

円

議　長

議　員

報
酬

市　長

議　員

635,000

（2024年（令和6年）4月１日現在）
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６　職員数の状況
(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年４月１日現在）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計です。

主 な 増 減 理 由

議　　会

職 員 数
対前年
増減数

2023年

17496

（令和5年）

513

017

81

108

1

191

[ 10 ]

9

0

・体制見直し

12

4

14

[ 4,194 ]

4,087 ＜参考＞
人口1万当たり職員数　89.46人

1,354

・システム標準化対応
・体制見直し

4,099

[ 4,204 ]

156

普
通
会
計
部
門

小　　計

土　　木

計

商　　工

総　　務

民　　生

・体制見直し
47 ▲ 5

155 1

42

0

・体制見直し

＜参考＞
人口1万当たり職員数　59.60人
（中核市の人口1万当たり職員数　65.57人）

＜参考＞
人口1万当たり職員数　49.22人
（中核市の人口1万当たり職員数　47.84人）

15

17

　　　　　　　　　　　区　　分

　部　　門
（令和6年）

2,243

▲ 2

・子ども子育て支援関連
・体制見直し

12

税　　務

2024年

92

335

297

2,255

▲ 18

92

・体制見直し

0

803

一
般
行
政
部
門

衛　　生

2

教育部門

労　　働

農林水産

・包括施設管理業務
・システム標準化対応
・体制見直し

・新型コロナウイルス関連
・清掃業務の民間委託
・体制見直し

476 490

2,731

315

2,733

974983

▲ 14

0

・体制見直し

108

333

788

・病院体制充実

小　　計

下 水 道

合　　計

そ の 他

1,368

195

公
営
企
業
等
会
計
部
門

水　　道

病　　院

82

0

9



(2) 年齢別職員構成の状況

　

(3) 職員数の推移 （単位 ： 人・％）

（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。

７　公営企業職員の状況
(1) 水道事業、工業用水道事業及び下水道事業
① 職員給与費の状況
ア　決算

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費を含みません。それぞれの事業にかかる額は次のとおりです。

（注）１　職員手当には退職給与金を含みません。

　　　２　職員数は，2024年（令和6年）3月31日現在の人数です。また，任期付短時間勤務職員（再任用職員）
　　　 　（短時間勤務））を含み，会計年度任用職員を含みません。
　　　３　給与費については，任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれていますが，
　　　　　会計年度任用職員の給与費は含まれていません。　　

(△0.1%)4,073

以上

(△2.0%)

総合計 4,049

1,321

普通会計計

1,316

2,728

4,105

公営企業等会計計

2,792

教育

(令和5年)

2,241

4人

2,236

490

2,227

(令和4年)

1,354

2024年

502人

～

322人

1,338

～

43歳

～ ～～

(令和6年)

279人

2020年

48歳 56歳

(令和3年)

～

379人

32歳 40歳

未満

1,368

△ 34,0994,087

一般行政

4,102

1,313

501 494

2,237

556

（平成31年）

2019年

406人

35歳

530人207人

2021年

（令和2年）

職員数

区　分
36歳20歳

23歳

2022年

573人

27歳 47歳

　　　　　　　　　　　年度
部門別

52

383人

(4.0%)

44歳

△ 55

549

2,786

476

2,733

△ 73

2,7312,735

39歳

～

31歳

2023年

4,099人

51歳

52歳

59歳55歳

28歳

～

20歳

～

24歳

～

60歳
計

113人401人

職員給与費
総費用に占める

区　　分
総費用 純損益又は

実質収支

7.7%

職員給与費比率 2022年度（令和4年度）
の総費用に占める職員

給与費比率
Ａ  

(0.8%)2,243 18

(△13.3%)

2023年度 水道事業

336,274千円 3.3%

Ｂ／Ａ

6,989,045千円 1,306,100千円 547,551千円 7.8%

令和5年度 736,278千円 263,420千円 11.4%

（参考）

2,255

過去5年間の
増減数（率）

下水道事業 324,360千円

下水道事業 10,127,037千円 1,701,897千円

職員数 給                      与                     費 市町村平均

Ｂ　

3.3%

水道事業 306,013千円

工業用水道事業 54,119千円

10.8%工業用水道事業 2,315,364千円

給与費Ｂ／Ａ 一人当たり給与費

2023年度 水道事業 110人 416,289千円 104,118千円 5,974千円

区　　分
一人当たり

239,892千円 7,056千円

Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　計　　　Ｂ

136,737千円 657,144千円

6,132千円 6,023千円下水道事業 83人 322,983千円 81,337千円 104,667千円 508,987千円

6,118千円

令和5年度 工業用水道事業 34人 147,146千円 44,036千円 48,710千円 6,405千円

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2
0
歳
未
満

1 2
4
-
2
7

2
8
-
3
1

3
2
-
3
5

3
6
-
3
9

4
0
-
4
3

4
4
-
4
7

4
8
-
5
1

5
2
-
5
5

5
6
-
5
9

6
0
歳
以
上

構成比

５年前の構成比

％

（2024年（令和6年）4月１日現在）
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イ　 特記事項

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

　　　２　平均年齢の団体平均は、会計年度任用職員を含んで算出しています。

 ③ 職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・職務の級による加算　5%～20% ・職務の級による加算　5%～20%

（注）・1人当たり平均支給額は、全事業職員の平均額です。

　　　・支給割合の（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当

（支給率） 　　自己都合 応募認定・定年 （支給率） 　　自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置として、2％～45％を加算 　定年前早期退職特例措置として、2％～45％を加算

（退職時特別昇給　　　　　　　　なし　　　　　　　　　） （退職時特別昇給　　　　　　　　なし　　　　　　　　　）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）１　退職手当の１人当たり平均支給額は、2023年度（令和5年度）に退職した職員に支給された平均額です。

　　　２　「応募認定・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の

　　　　非違によることなく退職した場合を含む。

ウ　地域手当

支給実績 千円

１人当たり平均支給年額 円

％ 人

％ 人

（注）全事業職員に対する支給実績及び1人当たり平均支給年額です。

福山市の給与制度の総合的見直しに準じて、水道事業、工業用水道事業及び下水道事業においても、次のとおり
給与制度の総合的見直しを実施しました。
(給料表の改定実施時期)　2015年(平成27年)4月1日
(内容)　　　　　　　　　企業職給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均2％引下げ。
(その他の見直し内容)　　管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。
　　　　　　　　　　　　(2015年(平成27年)4月1日実施)

区分 平均年齢 基本給 平均月収額

工業用水道事業
福山市 45.4 370,323 587,970

団体平均 46.7 349,911 533,762

水道事業
福山市 41.9 343,649 486,336

団体平均 45.8 337,221 508,691

１人当たり平均支給額

1,278 千円 1,480千円

2.45 2.05 2.45 2.05

福山市（一般行政職） 41.1 331,663 517,153

福山市（水道事業、工業用水道事業、下水道事業） 福　山　市

下水道事業
福山市 42.5 351,898 508,110

団体平均 44.5 334,536 501,579

39.7575 47.709 39.7575 47.709

47.709 47.709 47.709 47.709

19.6695 24.586875 19.6695 24.586875

28.0395 33.27075 28.0395 33.27075

(1.375) (0.975) (1.375) (0.975)

福山市（水道事業、工業用水道事業、下水道事業） 福　山　市

東京都特別区 20.0 2 20.0 ％

広島市 10.0 － 10.0 ％

3,603 11,144

1,611

805,341

支給対象地域 支給割合 支給対象職員数 一般職の制度（支給割合）

（2024年（令和6年）4月１日現在）

（2023年度（令和5年度）） （2023年度（令和5年度））

2023年度（令和5年度）支給割合 2023年度（令和5年度）支給割合

（2024年（令和6年）4月１日現在）

（2023年度（令和5年度）決算）

（2023年度（令和5年度）決算）

（2024年（令和6年）4月１日現在）
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エ　特殊勤務手当

支給実績

１人当たり平均支給年額 円

職員全体に占める手当支給職員の割合 　％

手当の種類（手当数）

（注）・全事業職員に対する支給実績及び1人当たり平均支給年額です。

オ　時間外勤務手当

支給実績 千円

１人当たり平均支給年額 円

支給実績 千円

１人当たり平均支給年額 円

（注）　1　休日勤務手当及び夜間勤務手当を含んだ金額です。

　　　　2　職員1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績(2023年度(令和5年度)決算)」と同じ年度の

　　　　　 4月1日現在の総職員数(管理職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とならない職員を除く。)であり、

　　　　　 短時間勤務職員を含みます。

カ　その他の手当

一般職に準ずる

一般職に準ずる

一般職に準ずる

一般職に準ずる

一般職に準ずる

一般職に準ずる

500円／日

危険手当

有害物質取扱作業に従事する職員 有害物質を取扱う作業

４時間以上
　250円／日
４時間未満
　150円／日

412千円
高所及び深所作業に従事する職員

地上5m以上の足場の不安定な高所及
び地下3m以上の深所での作業

250円／日
（４時間以上従
事）

水中又は水上作業に従事する職員

442千円（※1）

-

死魚処理作業手当 死魚処理作業に従事する職員
施設内において死魚の処理作業に従
事したとき

500円／日 - 

受益者負担金等徴収業務手
当

下水道事業受益者負担金等徴収業務
に従事する職員

下水道事業受益者負担金等の徴収業
務に従事したとき

12,629

15.4

５種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
左記職員に

対する支給単価
支給実績

用地取得等の折衝業務に従事する職
員

手　当　名
支給実績 １人当たり平均支給年額

事業に必要な土地等の取得又はこれ
に伴う損失の補償に関して行う折衝
業務
建築物等の移転又は除去に関して行
う折衝業務

　1,000円／日
深夜の場合
　1,500円／日

50,624

258,286

52,223

水中又は水上での作業

高圧電線、高熱物、爆発物取扱作業
に従事する職員

高圧電線、高熱物、爆発物を取扱う
作業又はこれらに近接して行う作業

- 

防災業務手当 防災業務に従事する職員

職員の正規の勤務時間外に災害が発
生し、又は発生するおそれがある場
合において非常招集に応じて勤務し
たとき

　1,200円／回
深夜の場合
　1,500円／回

30千円

用地取得等折衝業務手当

千円 95,084 円

住居手当 同じ 22,456 千円 316,282

内容及び支給単価
一般職

の制度との
異同

一般職
の制度と

異なる内容

円扶養手当

265,091

同じ 33,869 千円 268,802

円管理職員特別勤務手当 同じ 168 千円 14,000

円

単身赴任手当 同じ 744 千円 744,000 円

管理職手当 同じ 14,570 千円 857,059

円

通勤手当 同じ 18,161

（2024年（令和6年）4月１日現在）

（2023年度（令和5年度）決算）

（2023年度（令和5年度）決算）

（2023年度（令和5年度））

（2023年度（令和5年度）決算）

（2023年度（令和5年度）決算）

（2022年度（令和4年度）決算）

（2022年度（令和4年度）決算）

（2024年（令和6年）4月１日現在）

（2023年度（令和5年度）決算）
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(2) 病院事業
① 職員給与費の状況
ア　決算

（注）１　職員手当には退職給与金を含みません。

  ２　職員数は、2024年（令和6年）3月31日現在の人数です。

イ　 特記事項

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

 ③ 職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・職務の級による加算　5%～20% ・職務の級による加算　5%～20%

（注）・支給割合の（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

2.45 2.05 2.45 2.05

(1.375) (0.975) (1.375) (0.975)

うち事務職員
福山市 41.5 282,419 415,709

団体平均 46.3 322,023 503,394

福山市（一般行政職） 41.1 331,663 517,153

福山市（病院事業） 福　山　市

１人当たり平均支給額

1,410 千円 1,480千円

うち医師
福山市 40.4 507,777 1,182,758

団体平均 43.3 562,455 1,399,976

うち看護師
福山市 37.7 307,104 495,299

団体平均 41.3 298,127 489,372

2023年度
1,225 人 3,985,592千円 1,917,858千円 1,726,807千円 7,630,257千円 6,229千円 7,159千円

（令和5年度）

福山市の給与制度の総合的見直しに準じて、病院事業においても、次のとおり給与制度の総合的見直しを実施しました。
(給料表の改定実施時期)　2015年(平成27年)4月1日
(内容)　　　　　　　　　企業職・看護職給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均2％引下げ。
(その他の見直し内容)　　管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。
　　　　　　　　　　　　(2015年(平成27年)4月1日実施)

区分 平均年齢 基本給 平均月収額

病院事業
福山市 39.9 328,833 553,065

団体平均 43.1 329,692 591,002

Ａ  Ｂ　 Ｂ／Ａ

2023年度
21,738,318千円 △1,005,890千円 9,717,537千円 44.7%

区　　分
総費用

45.0%
（令和5年度）

区　　分
職員数 給                      与                     費 一人当たり 市町村平均

Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　計　　　Ｂ 給与費Ｂ／Ａ 一人当たり給与費

純損益又は
実質収支

職員給与費
総費用に占める （参考）

職員給与費比率
の総費用に占める職員

給与費比率

（2022年度（令和4年度））

（2024年（令和6年）4月１日現在）

（2023年度（令和5年度）） （2023年度（令和5年度））

2023年度（令和5年度）支給割合 2023年度（令和5年度）支給割合
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イ　退職手当

（支給率） 　　自己都合 応募認定・定年 （支給率） 　　自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置として、2％～45％を加算 　定年前早期退職特例措置として、2％～45％を加算

（退職時特別昇給　　　　　　　　なし　　　　　　　　　） （退職時特別昇給　　　　　　　　なし　　　　　　　　　）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）１　退職手当の１人当たり平均支給額は、2023年度（令和5年度）に退職した職員に支給された平均額です。

ウ　地域手当

支給実績 千円

１人当たり平均支給年額 円

％ 人

％ 人

％ 人

エ　特殊勤務手当

支給実績 千円

１人当たり平均支給年額 円

職員全体に占める手当支給職員の割合 　％

手当の種類（手当数）

感染症患者に対する対応業務 290円/日 -

勤務時間内
　1,000円／戸
勤務時間外
　2,000円／戸

深夜勤務手当 職員（医師、歯科医師を除く）
正規の勤務時間による勤務の一部又
は全部が深夜において行われる業務

深夜の全部
　7,300円／回
4時間以上
　3,800円／回
2時間以上4時間未
満
　3,400円／回
2時間未満
　2,500円／回

死亡人処置搬送手当 職員 死亡人の処置又は搬送の業務 1,000円／件

緊急外来支援手当
医師及び歯科医師
(宿日直勤務中の者を除く)

正規の勤務時間外において、救急の
呼出しを受けて行われる診療等の業
務

5,000円／件

救命救急勤務手当
医師
(救命救急センター救急科の医師及び
同センター長)

正規の勤務時間を土日・休日又は1回
の勤務時間を15時間30分に割り振ら
れた場合の勤務において行われる救
急等の業務

5,000円／日

分べん業務手当 医師 分べん業務 10,000円／件

172,148千円

5,435千円

5,500千円

1,910千円

－

146,565千円

1,048千円

1,555千円

正規の勤務時間外における救急等の
業務

4,000円／時間

往診手当 医師 患家への往診

放射線取扱手当
職員
(医師、歯科医師及び看護師を除く)

エックス線その他の放射線を人体に
対して照射する業務(撮影を含む)及
びその補助業務

％

344,251

424,477

66.2

11種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
左記職員に

対する支給単価
支給実績

200円／日

医師時間外業務手当
医師及び歯科医師
(管理職のみ)

39.7575 47.709 39.7575 47.709

47.709 47.709 47.709 47.709

1,661 11,144

162,816

894,593

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般職の制度（支給率）

東京都特別区 20.0 - 20.0 ％

広島市 10.0 - 10.0 ％

医師 16.0 182 16.0

福山市（病院事業） 福　山　市

19.6695 24.586875 19.6695 24.586875

28.0395 33.27075 28.0395 33.27075

（2024年（令和6年）4月１日現在）

（2024年（令和6年）4月１日現在）

（2023年度（令和5年度）決算）

（2023年度（令和5年度）決算）

（2024年（令和6年）4月１日現在）

（2023年度（令和5年度）決算）

（2023年度（令和5年度）決算）

（2023年度（令和5年度））
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オ　時間外勤務手当

支給実績 千円

１人当たり平均支給年額 円

支給実績 千円

１人当たり平均支給年額 円

（注）　1　休日勤務手当及び夜間勤務手当を含んだ金額です。

　　　　2　職員1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績(2023年度(令和5年度)決算)」と同じ年度の

　　　　　 4月1日現在の総職員数(管理職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とならない職員を除く。)であり、

　　　　　 短時間勤務職員を含む。

カ　その他の手当

一般職に準ずる

一般職に準ずる

一般職に準ずる

一般職に準ずる

一般職に準ずる

一般職に準ずる

防疫等作業手当 職員

新型コロナウイルス感染症から市民
の生命及び健康を保護するために緊
急に行われた措置に係る作業対策に
従事した業務
※2023年6月廃止

3,000円／日
患者若しくは疑い
のある者の身体に
接触又は長時間に
わたり接して行う
作業
4,000円／日

10,090千円

特定新型インフルエンザ等から市民
の生命及び健康を保護するために行
われた措置に係る作業で管理者が定
めるもの

1,500円／日
患者若しくは疑い
のある者の身体に
接触又は長時間に
わたり接して行う
作業
4,000円／日

-

円

円

同じ 85,706 千円 78,629

83,921 千円 260,623

円

住居手当 同じ

支給実績

通勤手当

医師相談業務手当
救命救急センター救急科の医師及び
同センター長

救急相談センター相談員からの電話
による相談に応じ、医療に関する知
識及び経験を活用して助言した業務

8時30分から17時
15分
4,500円/件
上記以外
9,000円/件

１人当たり平均支給年額

240,323

同じ -          千円 -              

円

円

円

管理職特別勤務手当

456,212

宿日直手当

・医師　　　21,000円
            24,000円
・医師以外　 7,400円
　　　　　　 8,400円

異なる
医師
 21,000円
 24,000円

96,490

千円

325,978 円

単身赴任手当

2,018,640 円初任給調整手当
・医師　190,500円～
　　　　　328,600円

同じ

管理職手当 同じ 100,799 千円 730,427

-

千円

同じ -          千円 -              

496,100

扶養手当 同じ 91,563 千円

523,312

488,468

540,939

内容及び支給単価
一般職

の制度との
異同

一般職
の制度と

異なる内容
手　当　名

（2023年度（令和5年度）決算）

（2023年度（令和5年度）決算）

（2022年度（令和4年度）決算）

（2022年度（令和4年度）決算）

（2024年（令和6年）4月１日現在）

（2023年度（令和5年度）決算）
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